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○

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
登
録
申
請
書
）

（
登
録
申
請
書
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
面
は
、
次

２

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
面
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
証
す
べ
き
事
項
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
証
す
べ
き
事
項
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と

第
三
号
様
式
の
運

四

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と

第
三
号
様
式
の
運

転
経
歴
書
又
は
第
三
十
九
条
第
四
項
の
合
格
証
の
写
し

転
経
歴
書
又
は
第
三
十
九
条
第
四
項
の
地
理
試
験
合
格
証
の
写
し

五

（
略
）

五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
登
録
実
施
機
関
の
登
録
の
申
請
）

（
登
録
実
施
機
関
の
登
録
の
申
請
）

第
十
六
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

第
十
六
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

登
録
事
務
等
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

登
録
事
務
等
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
所
在
地

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
適
正
化
事
業
諮
問
委
員
会
の
委
員
の
任
命
）

（
適
正
化
事
業
諮
問
委
員
会
の
委
員
の
任
命
）

第
二
十
六
条

適
正
化
事
業
実
施
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
六
条

適
正
化
事
業
実
施
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

適
正
化
事
業
諮
問
委
員
会
の
委
員
の
任
命
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

登
録
諮
問
委
員
会
の
委
員
の
任
命
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
任
命
し

任
命
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長

よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
者

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
タ
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が
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
が
組
織
す
る
団
体
が
推
薦
す
る
者
又
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転

ク
シ
ー
事
業
者
が
組
織
す
る
団
体
が
推
薦
す
る
者
又
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
が
組

者
が
組
織
す
る
団
体
が
推
薦
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
団
体
が
推

織
す
る
団
体
が
推
薦
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
団
体
が
推
薦
す
る

薦
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
送
の
安
全
及
び
利
用
者
の
利
便
の
確
保
に
関
す
る
試
験
）

（
地
理
の
試
験
）

第
三
十
九
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
輸
送
の
安
全
及
び
利
用
者
の
利
便
の
確
保

第
三
十
九
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
地
理
の
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。

に
関
す
る
試
験
（
以
下
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
ご
と

）
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
筆
記
試
験
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

に
、
告
示
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
筆
記
試
験
の
方
法
に
よ
り
行

と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
特
定
指
定
地
域
内
の
道
路
及
び
地
名

一

タ
ク
シ
ー
事
業
に
係
る
法
令
、
安
全
及
び
接
遇

二

当
該
特
定
指
定
地
域
内
の
著
名
な
建
造
物
、
公
園
、
名
所
及
び
旧
跡
並
び
に

二

当
該
指
定
地
域
に
係
る
地
理

鉄
道
の
駅
の
所
在

三

そ
の
他
当
該
特
定
指
定
地
域
に
係
る
タ
ク
シ
ー
事
業
の
業
務
に
必
要
な
地
理

に
関
す
る
事
項

２

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
受
験
申
請
書
を
地
方

２

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
地
理
試
験
受
験
申
請

運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
合

４

試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
地
理
試
験
合
格
証
を
交
付

格
証
を
交
付
す
る
。

す
る
。

５

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
科
目
の
い
ず
れ
か
一
科
目
に
つ
い

（
新
設
）

て
合
格
点
を
得
た
者
に
対
し
、
当
該
合
格
点
を
得
た
科
目
を
通
知
す
る
。

６

前
項
の
通
知
は
、
第
十
七
号
の
二
様
式
に
よ
る
科
目
合
格
通
知
書
に
よ
り
行
う

（
新
設
）

も
の
と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
試
験
科
目
の
一
部
免
除
）

（
公
示
）

第
三
十
九
条
の
二

一
の
指
定
地
域
で
行
わ
れ
た
試
験
に
お
い
て
前
条
第
一
項
第
一

第
三
十
九
条
の
二

試
験
事
務
を
行
う
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
試
験
を
受
け
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
科
目

事
務
所
の
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
が
、
当
該
試
験
に
係
る
同
条
第
五
項
の
通
知
が
あ
つ

た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
、
当
該
指
定
地
域
で
行
わ
れ
る
試
験
を
受
け
る

名

称

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地
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場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
合
格
点
を
得
た
科
目
に
係
る
試
験
を
免
除
す
る

公
益
財
団
法
人
東
京
タ
ク

東
京
都
江
東
区
南
砂
七
丁
目
三
番
三
号

。

シ
ー
セ
ン
タ
ー

２

一
の
指
定
地
域
で
行
わ
れ
た
試
験
に
合
格
し
た
者
が
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た

一
般
財
団
法
人
神
奈
川
タ

横
浜
市
中
区
日
ノ
出
町
二
丁
目
百
三
十
番
地

日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
、
当
該
指
定
地
域
以
外
の
指
定
地
域
で
行
わ
れ
る

ク
シ
ー
セ
ン
タ
ー

試
験
を
受
け
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
科
目

公
益
財
団
法
人
大
阪
タ
ク

大
阪
市
鶴
見
区
鶴
見
四
丁
目
五
番
九
号

に
係
る
試
験
を
免
除
す
る
。

シ
ー
セ
ン
タ
ー

（
登
録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の
公
示
等
）

（
新
設
）

第
三
十
九
条
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登

録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関
に
試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
そ

の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
官
報
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交

通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
公
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
四
十
条

第
十
八
条
（
第
一
項
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

（
新
設
）

及
び
第
二
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十

六
条
の
二
の
規
定
は
、
登
録
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
特
定
指
定

地
域
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
地
域
」
と
、
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
収
支
予
算

及
び
資
金
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
収
支
予
算
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
、
収

支
予
算
又
は
資
金
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
収
支
予
算
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

２

第
十
八
条
（
第
一
項
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第

第
四
十
条

第
十
八
条
（
第
一
項
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項

二
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
六
条
の

及
び
第
二
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
六

二
の
規
定
は
、
適
正
化
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

条
の
二
の
規
定
は
、
適
正
化
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
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。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
収
支
予
算
及
び
資
金
計
画

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
中
「
、
収
支
予
算
及
び
資
金
計
画
」
と
あ

」
と
あ
る
の
は
「
及
び
収
支
予
算
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
、
収
支
予
算
又
は
資

る
の
は
「
及
び
収
支
予
算
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

金
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
収
支
予
算
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け

（
適
正
化
事
業
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
な
う
場
合
に
お
け
る
規
定
の
適
用
）

る
規
定
の
適
用
）

第
四
十
一
条

登
録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場

第
四
十
一
条

適
正
化
事
業
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
な
う
場
合
に
お
け
る
第
三

合
に
お
け
る
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
の

十
九
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
地
方
運
輸
局
長
」
と
あ
る
の
は

規
定
中
「
地
方
運
輸
局
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
適
正
化
事
業
実
施
機
関
」
と
す
る

、
「
登
録
実
施
機
関
」
又
は
「
適
正
化
事
業
実
施
機
関
」
と
す
る
。

。

（
試
験
手
数
料
）

（
試
験
手
数
料
）

第
四
十
二
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
ご

第
四
十
二
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
件
に
つ
き
二
千
八
百
円
の
手
数

と
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金

料
を
地
方
運
輸
局
長
（
適
正
化
事
業
実
施
機
関
が
試
験
事
務
を
行
な
う
場
合
に
は

額
の
手
数
料
を
地
方
運
輸
局
長
（
登
録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関
が

、
適
正
化
事
業
実
施
機
関
）
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
登
録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関

）
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

科

目

地

域

金

額

タ
ク
シ
ー
事
業
に
係

指
定
地
域

三
千
四
百
円

る
法
令
、
安
全
及
び

接
遇

当
該
指
定
地
域
に
係

指
定
地
域
（
特
定
指
定

二
千
六
百
円

る
地
理

地
域
を
除
く
。
）

特
定
指
定
地
域

三
千
四
百
円
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（
登
録
実
施
機
関
又
は
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の
事
業
計
画
等
の
提
出
時
期
の
特

（
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の
事
業
計
画
等
の
提
出
時
期
の
特
例
）

例
）

第
四
十
四
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
指
定
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

第
四
十
四
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
指
定
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に

お
け
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

お
け
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
」
又
は
「
毎
事
業
年
度
開
始

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
」
又
は
「
毎
事
業
年
度
開
始

の
日
の
十
五
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
」
と
し

の
日
の
十
五
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
」
と
し

、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
処
分
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
法

、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
処
分
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
法

第
四
十
九
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三

第
四
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
又

十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第

は
第
四
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
毎
事
業
年
度
開
始
前
に

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
」
又
は
「
毎
事
業

」
又
は
「
毎
事
業
年
度
開
始
の
日
の
十
五
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事

年
度
開
始
の
日
の
十
五
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
を
行
な
う
こ
と

務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

と
な
つ
た
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

〔

3
9

〕

〔

3
9

〕

第
十

六
号

様
式

第
条

第
十

六
号

様
式

第
条

受
験

申
請

書
地

理
試

験
受

験
申

請
書

（

）

（

）

略
略

タ
ク

シ
業

務
適

正
化

特
別

措
置

法
の

規
定

に
基

づ
く

地
域

に
係

る
輸

送
の

安
全

及
び

利
タ

ク
シ

業
務

適
正

化
特

別
措

置
法

の
規

定
に

基
づ

く
地

域
に

係
る

地
理

の
試

験
の

受
験

ー

ー

用
者

の
利

便
の

確
保

に
関

す
る

試
験

の
受

験
を

申
請

し
ま

す
を

申
請

し
ま

す
。

。

（
略
）

（

）
略

〔

3
9

〕

〔

3
9

〕

第
十

七
号

様
式

第
条

第
十

七
号

様
式

第
条

合
格

証
地

理
試

験
合

格
証
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（

）

（

）

略
略

上
記

の
者

は
年

月
日

に
実

施
し

た
タ

ク
シ

業
務

適
正

化
特

別
措

置
法

の
規

定
上

記
の

者
は

年
月

日
に

実
施

し
た

タ
ク

シ
業

務
適

正
化

特
別

措
置

法
の

規
定

ー

ー

、
、

に
基

づ
く

地
域

に
係

る
輸

送
の

安
全

及
び

利
用

者
の

利
便

の
確

保
に

関
す

る
試

験
に

合
格

し
に

基
づ

く
地

域
に

係
る

地
理

の
試

験
に

試
験

に
合

格
し

た
こ

と
を

証
す

る
。

た
こ

と
を

証
す

る
。

（

）

略

（

）

略

印
印

地
方

運
輸

局
長

名
登

録
実

施
機

関
名

又
は

適
正

化
事

業
実

施
機

関
名

地
方

運
輸

局
長

名
又

は
適

正
化

事
業

実
施

機
関

名
、

（

）

（

）

略
略

〔

3
9

〕

（

）

第
十

七
号

の
二

様
式

第
条

新
設

科
目

合
格

通
知

書

氏
名

生
年

月
日

上
記

の
者

は
年

月
日

に
実

施
し

た
タ

ク
シ

業
務

適
正

化
特

別
措

置
法

の
規

定
に

ー

、

基
づ

く
地

域
に

係
る

輸
送

の
安

全
及

び
利

用
者

の
利

便
の

確
保

に
関

す
る

試
験

科
目

の
う

ち

１
法

令
安

全
及

び
接

遇
２

地
理

に
つ

い
て

合
格

点
を

得
た

こ
と

を
通

知
す

る

（

）

、
。

年
月

日

印
地

方
運

輸
局

長
名

登
録

実
施

機
関

名
又

は
適

正
化

事
業

実
施

機
関

名
、

注
試

験
科

目
の

番
号

が
付

さ
れ

て
い

る
事

項
は

該
当

す
る

番
号

を
○

で
囲

む
こ

と
(1)

、
。

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

(2
)

、
。
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〔

2
9

〕

〔

2
9

〕

別
表

第
条

別
表

第
条

（

）

（

）

略
略

(
）

（

）

（

）

略
小

石
川

略
（

）

（

）

略
略

（

）

略

略
所

属
営

業
所

の
所

在
地

の
地

（

）

名
の

略
称

と
し

て
地

方
運

輸

局
長

が
指

示
す

る
も

の

注
タ

ク
シ

Ｔ
Ａ

Ｘ
Ｉ

個
人

又
は

所
属

営
業

所
の

所
在

地
の

地
名

の
略

(
1)

「

ー
」

「

」

「

」

、
、

注
タ

ク
シ

Ｔ
Ａ

Ｘ
Ｉ

又
は

個
人

の
表

示
は

ペ
ン

キ
等

に
よ

る
横

書
き

称
と

し
て

地
方

運
輸

局
長

が
指

示
す

る
も

の
の

表
示

は
ペ

ン
キ

等
に

よ
る

横
書

き
と

し
(1

)

「

ー
」

「

」

「

」

、
、

、

と
し

自
動

車
の

両
側

面
に

行
う

こ
と

自
動

車
の

両
側

面
に

行
う

こ
と

、
。

、
。

(2)

（

）

(2
)

（

）

略
略

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
合
格
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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２

一
の
特
定
指
定
地
域
で
行
わ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
理
の
試
験
に
合
格
し
た

者
は
、
当
該
特
定
指
定
地
域
で
行
わ
れ
る
試
験
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

科
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
と
み
な
し
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
同
号
に
掲
げ
る
科
目
に
係
る
試
験
を
免
除
す
る
。


